
　介護保険基本料金 地域区分：1単位（11.12円）

訪問看護費

（単位:円）

単位数 １割負担 ２割負担 ３割負担 10割負担

20分未満 314 349 698 1,047 3,491

30分未満 471 523 1,047 1,571 5,237

30分以上１時間未満 823 915 1,830 2,745 9,151

１時間以上１時間30分未満 1,128 1,254 2,508 3,763 12,543

20分 294 326 653 980 3,269

40分 588 653 1,307 1,961 6,538

60分 795 884 1,768 2,652 8,840

　

介護予防訪問看護費
（単位:円）

単位数 １割負担 ２割負担 ３割負担 10割負担

20分未満 303 336 673 1,010 3,369

30分未満 451 501 1,003 1,504 5,015

30分以上１時間未満 794 882 1,765 2,648 8,829

１時間以上１時間30分未満 1,090 1,212 2,424 3,636 12,120

20分 284 315 631 947 3,158

40分 568 631 1,263 1,894 6,316

60分 426 473 947 1,421 4,737

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

単位数 １割負担 ２割負担 ３割負担 10割負担

看護師・理学療法士等 月額 2961 3,292 6,585 9,877 32,926

（単位:円）

単位数 １割負担 ２割負担 ３割負担 10割負担

350 389 778 1,167 3,892

300 334 668 1,001 3,336

30分未満 254 283 565 848 2,824

30分以上 402 447 894 1,341 4,470

30分未満 201 224 447 671 2,235

30分以上 317 353 705 1,058 3,525

長時間訪問看護加算 300 334 668 1,001 3,336

夜間・早朝加算

深夜加算

口腔連携強化加算 （1回） 50 55 111 166 556

看護・介護職員連携強化
加算

（月1回） 250 278 556 834 2,780

緊急時訪問看護加算Ⅰ （月1回） 600 667 1,334 2,001 6,672

ターミナルケア加算 （要介護のみ、適応時） 2,500 2,780 5,560 8,340 27,800

退院時共同指導加算 ※4  原則月1回の算定 600 668 1,335 2,002 6,672

※１同時に複数の看護師等が訪問(看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のいずれか2人）
※2同時に看護師等と看護補助者が訪問
※３但し、緊急訪問の場合は、2回目以降加算される。
※4特別管理加算を算定できる状態については、月2回算定できる。初回加算と同時算定はできない。
※5在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態,在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
       気管カニューレを使用している状態,留置カテーテルを使用している状態
※6在宅自己腹膜灌流指導管理,在宅血液透析指導管理,在宅酸素療法指導管理
      在宅中心静脈栄養法指導管理,在宅成分栄養経管栄養法指導管理,在宅自己導尿指導管理
      在宅持続陽圧呼吸療法指導管理,在宅自己疼痛管理指導管理,在宅肺高血圧症患者指導管理
      上記指導管理を受けている状態や、人工肛門また人口膀胱を留置している状態
　　 真皮を超える褥瘡の状態（MPUAP分類Ⅲ度またはⅣ度、DESIGN分類D3、D4、D5）
　　 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態

1,112 1,668 5,560

特別管理加算Ⅱ 下記※6の状態の方 250 278 556 834 2,780

基
準
額
外
加
算

特別管理加算Ⅰ 下記※5の状態の方 500 556

支
給
限
度
額
基
準
額
内
加
算

　初回加算（Ⅰ）※退院日退所日当日の訪問
　初回加算（Ⅱ）

※1複数名訪問加算(Ⅰ)

※2 複数名訪問加算(Ⅱ)

※3 夜間（18～22時）・早朝（6～8時）所定単位の25%加算

※3 深夜（22時～翌6時）所定単位の50%加算

病状によっては下記の単価が加算されます

看護師

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

看護師

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

      注　同一建物に対する減算に該当する場合　上記単位数の10％減　注　准看護師が指定訪問看護を行った場合　上記単位数の10％減

      注　理学療法士等の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の加算を算定していない場合１回につき8単位減

      注　介護予防訪問看護費　12か月を超えて行う場合1回につき15単位減算

法定代理受領の場合は下記金額の１割又は２割又は３割。
（ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。）
法定代理受領の場合は下記金額の１割又は２割又は３割。
（ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。）



11,000円＋4,000円（材料費）

900円

※1  1)悪性腫瘍患者・気管切開患者で医師より指導管理を受けている状態にある方
       2)気管カニューレまたは留置カテーテルを使用している状態にある方
※2  1)自己腹膜還流・血液透析・酸素療法・中心静脈栄養法・成分栄養経管栄養法・自己導尿・人工呼吸・持続陽圧呼吸療法・自己疼痛・肺高血圧症患者
          上記で医師より指導管理を受けている状態にある方
　　   2)人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある方 3)重度の褥瘡（真皮を超える褥瘡）の状態にある方4)在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定し
ている方
※3　専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合（緩和ケア、褥瘡ケア、人工j肛門ケア、及び人工肛門ケア、特定行為）
※4  1)特別な管理を必要とする方(※3,※4)・・・1回/週  2)15歳未満の超重症児・準超重症児・・・・3回/週　3)特別訪問看護指示期間の方・・・・・・・・・1回/週
※5 在宅の利用者および特別養護老人ホーム等でターミナルケアに係る加算を請求していない場合
※6  特別養護老人ホーム等でターミナルケアに係る加算を請求している場合
※7　厚生労働大臣が定めるもの(1)超重症児または準超重症児(2)特掲診察料の施設基準等別表第七に掲げる疾病などの者
　　　（3）)特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者
※8  看護師等（看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）

特別管理指導加算
（退院時共同支援加算に上乗せ）

退院支援指導加算

2,000円 200円 400円 600円

15,000円（実費）

訪問看護情報提供療養費3 月1回まで（入院、入所施設への情報共有） 1,500円 150円 300円 450円

訪問看護情報提供療養費1 月1回まで(市町村、保健所等への情報共有) 1,500円

訪問看護情報提供療養費2 月1回まで（入学時などの際の教育機関への情報共有） 1,500円

在宅患者等緊急時 カンファレンス加算 月2回まで

処置料

250円 500円

1日3回以上 8,000円

厚生労働大臣が定める疾病等の利用者 2,000円

退院日の訪問 6,000円

8,400円

1,200円
1日3回以上10,000円 1,000円 2,000円

月2回まで 8,000円 800円 1,600円

月１回 2,500円 250円 500円
月１回 3,000円 300円

専門管理加算 ※3　重症度の高い利用者 250円 500円

840円 1,680円

450円 900円

2,500円

600円

　　　　　週1回　　准看護師

400円

1,200円

難病等複数回訪問加算

退院時共同指導加算

看護・介護職員連携強化加算
在宅患者連携指導加算 600円

長時間訪問看護加算

25,000円

1日2回

1,300円/1,800円※7　乳幼児(6歳未満）

夜間（18時～22時）・早朝（6時～8時）訪問看護加算

600円

2,500円

5,200円

1日につき（1回限り）月14日以内 2,650円 265円 530円

24時間対応体制加算

深夜（22時～翌6時）訪問看護加算

特別管理加算Ⅱ（月1回）

月１回

520円

1,000円

2日目以降 訪問看護管理療養費1　(1日につき) 3,000円

6,800円

病状によっては下記の単位が加算されます

特別管理加算Ⅰ（月1回）

1,040円 1,560円

680円

1,500円

420円

420円

210円

2,646円 3,969円

2,301円

3,009円

2,610円

1,003円

767円

870円

１,360円 2,040円

630円

1,260円

1,534円

750円

※2　重症度の高い利用者

後期高齢者

健康保険 国民健康保険

訪問看護基本療養費

週3日まで
1日につき

1割または2割または3割

1割または2割または3割
高齢受給者

70歳～75歳未満

3割（義務教育就学までは2割）
一般医療
70歳未満

1割 2割 3割
週4日目以降

1日につき

1,285円 2,570円

准看護師 5,050円 6,050円

1,110円

2,500円

5,550円 6,550円

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

555円/655円 1,110円/1,310円 1,665円/1,965円

555円

750円

1,010円/1,210円

1,323円

900円

13,230円

10,030円

8,700円

5,550円

2,006円

1,740円

※1　重症度の高い利用者 5,000円

4,200円

2,100円

500円

840円

505円/605円

3,280円 278円/328円

1,515円/1,815円

※1悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア、または人工肛門ケア、人口膀胱ケアにかかる専門の研修を受けた看護師による場合
※2 同一建造物内の複数（3人以上）の利用者に同一日の訪問をした場合 ※3 入院中に1回（厚生労働大臣が定める疾病等の場合は2回）に限り算定可能

基本療養費（Ⅱ）
※2

基本療養費（Ⅰ）

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

1,665円

3,855円

外泊中の訪問看護に対し算定(管理療養費なし）　　　　　　　8,500円

2,780円

看護師

准看護師 2,530円

専門の研修を受けた看護師（月1回） ※1 12,850円

基本療養費（Ⅲ）※3

834円/984円

2,550円

834円

759円/909円

556円/656円

ターミナルケア療養費2 　　※6　特別養護老人ホーム等　 10,000円

ターミナルケア療養費1 　　※5 　在宅、特別養護老人ホーム等

4,500円

　　　※8　　週1回　　看護師等

1日につき（1回限り）月15日以上

         ※4  90分を超える場合

緊急訪問看護加算

乳幼児加算

複数名訪問看護加算 週3日　　その他の職員等 3,000円

1日に複数回算定可　その他の職員等 1日2回　　　　6,000

2,000円

訪問看護管理療養費

機能強化型　1

7,670円

看護師

850円

300円

278円

1,700円

556円

3,030円 253円/303円 506円/606円

2,780円

機能強化型　2

機能強化型　3

その他

月の初日

400円

300円 600円 900円

600円

450円

3,800円 380円 760円

4,500円

150円 300円

1,350円

1,600円 2,400円800円

2,520円

300円 450円

200円

1,800円
3,000円

2,400円

750円

医療保険基本料金表

1日1回　　3,000円 300円 600円 900円

長時間の訪問

1,800円

150円

7,500円

600円

795円

1,350円

200円

600円

1,000円 2,000円 3,000円

130円/180円 260円/360円 390円/540円

1,140円

5,000円

450円 900円



料金 1割 2割 3割 1割 2割 3割

4,250円 430円 850円 1,280円 210円 430円 640円

5,550円 560円 1,110円 1,670円 280円 560円 830円

5,100円 510円 1,020円 1,530円 260円 510円 770円

6,550円 660円 1,310円 1,970円 330円 660円 980円

3,870円 390円 770円 1,160円 190円 390円 580円

5,050円 510円 1,010円 1,520円 250円 510円 760円

4,720円 470円 940円 1,420円 240円 470円 710円

6,050円 610円 1,210円 1,820円 300円 610円 910円

機能強化型訪問看護管
理療養費1

機能強化型訪問看護管
理療養費2

機能強化型訪問看護管
理療養費３

訪問看護管理療養費

機能強化型訪問看護管
理療養費1-１

機能強化型訪問看護管
理療養費2-1

機能強化型訪問看護管
理療養費３-１

訪問看護管理療養費１

14．精神科重症患者支援管理連携加算 精神科在宅患者支援管理料２のイを算定する利用者：  8,400円
精神科在宅患者支援管理料２のロを算定する利用者：  5,800円

入院中であって、主治医より在宅療養に備えて一時的
に外泊を認められたものに対して、精神訪問看護指示
書および精神訪問看護計画書に基づき、サービスを
行った場合に入院中１回（厚生労働省が定める特掲診
療料の施設基準等・別表七、八については２回まで）に
限り算定します。

12．在宅患者緊急時等カンファレンス加算 2,000円 25.特別管理指導加算 2,000円

13．長時間訪問看護加算 5,200円

10．訪問看護情報提供療養費２（１月につき） 1,500円

11．訪問看護情報提供療養費３（１月につき） 1,500円

７．特別管理加算 2,500円 21.複数名訪問看護加算/准看護師
（1日複数回）

１日１回： 3,800円
１日２回： 7,600円
１日３回以上： 12,400円

８．特別管理加算（別に厚生労働大臣が定める状態に
あるご利用者）

5,000円 22.複数名訪問看護加算/看護補助者
（週1回） 3,000円

９．訪問看護情報提供療養費１（１月につき） 1,500円

５．訪問看護ターミナルケア療養費１ 25,000円 19．看護・介護職員連携強化加算 2,500円

６．訪問看護ターミナルケア療養費２ 10,000円 20.複数名訪問看護加算/看護師等
（1日複数回）

１日１回： 4,500円
１日２回： 9,000円
１日３回以上： 14,500円

３．24時間対応体制加算 6,800円 17.在宅患者連携指導加算 3,000円

４．緊急訪問看護加算（ 1日につき）14日以内/15日以上 2,650円/2,000円 18．乳幼児加算（ 1日につき） 1,300円/1,800円

１．難病等複数回訪問加算（ 1日2回） 4,500円 15.退院時共同指導加算 8,000円

２．難病等複数回訪問加算（ 1日3回以降） 8,000円 16.退院支援指導加算 6,000円

〔各種加算〕
項  目 利用料金

（単位：円）
項  目 利用料金

（単位：円）

8,500円 850円 1,700円 2,550円

月の初日の場合

13,230円

指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看
護ステーションであって、利用者に対して訪問看護基本療養費及び精
神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているも
のが、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並び
に精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者
の主治医に対して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護
の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に、訪問の都度
算定する。

10,030円

8,700円

准看護師による場合

週 3 日目まで
30分未満 1,940円

30分以上 2,530円

週 4 日目以降
30分未満 2,360円

30分以上

週 4 日目以降
30分未満 2,550円

30分以上 3,280円

精神訪問看護基本療養費Ⅲ

同一日に2名 同一日に3名以上

料金

保健師、看護師、又は作
業療法士による場合

週 3 日目まで
30分未満 2,130円

30分以上

准看護師による場合

週 3 日目まで
30分未満 3,870円 390円 770円

週 4 日目以降
30分未満 4,720円 470円 940円

30分以上 6,050円 610円 1,210円

30分以上 5,050円 510円 1,010円

精神訪問看護基本療養費Ⅰ

精神科訪問看護利用料金表（医療保険）

料金 1割 2割 3割

保健師、看護師、又は作
業療法士による場合

週 3 日目まで
30分未満 4,250円 430円 850円

週 4 日目以降
30分未満 5,100円 510円 1,020円

1,280円

30分以上 5,550円 560円 1,110円 1,670円

2,100円

4,200円

23.夜間訪問看護加算

24.深夜訪問看護加算

1,530円

30分以上 6,550円 660円 1,310円 1,970円

1,420円

1,820円

1,160円

1,520円

2,780円

3,030円

精神訪問看護基本療養費Ⅳ

料金 1割 2割 3割

7,670円

月の2日目以降 3,000円


